
○
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
四
十
四
号

薬
事
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
第
四
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
薬
事
法
第
四
十
九
条
第

一
項
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
の
指
定
す
る
医
薬
品
（
平
成
十
七
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
二
十
四
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
三
年
四
月
二
十
二
日

厚
生
労
働
大
臣

細
川

律
夫

第
八
号
中

を

と
し
、

か
ら

ま
で
を

か
ら

ま
で
と
し
、

を

と
し
、
そ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

(903)

(910)

(858)

(902)

(865)

(909)

(857)

(863)

リ
バ
ス
チ
グ
ミ
ン

(864)第
八
号
中

を

と
し
、

か
ら

ま
で
を

か
ら

ま
で
と
し
、

を

と
し
、
そ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

(856)

(862)

(780)

(855)

(786)

(861)

(779)

(784)

ミ
チ
グ
リ
ニ
ド
カ
ル
シ
ウ
ム
水
和
物
・
ボ
グ
リ
ボ
ー
ス

(785)第
八
号
中

を

と
し
、

か
ら

ま
で
を

か
ら

ま
で
と
し
、

を

と
し
、
そ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

(778)

(783)

(594)

(777)

(599)

(782)

(593)

(597)

パ
ン
ク
レ
リ
パ
ー
ゼ

(598)第
八
号
中

を

と
し
、

か
ら

ま
で
を

か
ら

ま
で
と
し
、

を

と
し
、
そ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

(592)

(596)

(506)

(591)

(510)

(595)

(505)

(508)

ト
ラ
マ
ド
ー
ル
塩
酸
塩
・
ア
セ
ト
ア
ミ
ノ
フ
ェ
ン

(509)第
八
号
中

を

と
し
、

か
ら

ま
で
を

か
ら

ま
で
と
し
、

を

と
し
、
そ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

(504)

(507)

(459)

(503)

(462)

(506)

(458)

(460)

デ
ス
フ
ル
ラ
ン

(461)



第
八
号
中

を

と
し
、

か
ら

ま
で
を

か
ら

ま
で
と
し
、

を

と
し
、
そ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

(457)

(459)

(127)

(456)

(129)

(458)

(126)

(127)

エ
ド
キ
サ
バ
ン

(128)第
八
号
中

を

と
し
、

か
ら

ま
で
を

か
ら

ま
で
と
し
、

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

(125)

(126)

(108)

(124)

(109)

(125)

(107)

エ
ス
シ
タ
ロ
プ
ラ
ム

(108)


